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「二十歳」は昭和８年２月『改造』に発表された小説である。 

この作品は、川端康成が昭和８年前後に発表した〈犯罪〉作品群の一つに数えらる

るものである。 

これらの〈犯罪〉作品群に関して、川端自身は後年、創作当時の状況、心境、また

は個々の作品の創作の動機、背景を語っている。例えば「「二十歳」と「田舎芝居」

は警察の犯罪捜査の実例記に基づいて書いた」（岩波文庫版『抒情歌・禽獣』あとが

き  昭和二十七年六月）という表記が見られる。つまり、典拠として事件の記録が存

在することを示唆している。 

更には、先行研究においては、上述のような自作解説が大きく関連しているものと

考えられる。 

例えば、小林芳仁 (「川端康成の実録的犯罪小説」（『解釈と鑑賞』平成５年５

月）、「川端康成の実録的犯罪小説二―「散りぬるを」その事実と虚構の美学―」

（『解釈と鑑賞』平成５年１２月）、「川端康成の実録的犯罪小説」（『十文字国

文』平成７年３月)では、川端の後年の自作解説を参照しながら、川端は警察の捜査資

料にもとづいて事実を潤色し、昭和５年から１３年の間に一連の実録的犯罪小説を書

いていることを指摘した。 

言うまでもなく、作品がある作者の創作である以上、作品と作者を完全に切り離す

ことは不可能である。川端康成の場合は、作家自身による「あとがき」に作品の読解

の鍵が隠されていることは否めない。しかし、これまでの先行論は、作品を扱う際

に、作品と実際の捜査記録などを一つ一つ照合しようとするあまり、一つ一つの完結

した作品世界の精読を行ってこなかった傾向にあると言えるのである。 

したがって本研究では、作者の「あとがき」といった作品外の要素を一旦排除し、

作品の世界そのものに重点をおくことにした。〈犯罪〉を通して、作品そのもので何

が表現されているのか、その〈犯罪〉作品の本質を考察したのである。 
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